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新型コロナウイルス感染症の影響で、催し等の中止・延期など、
情報が変更となる場合があります。各担当課や主催者などへの
お問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　 ■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
■問本所子育て推進課☎35‐1291

ひとり親世帯分の給付金を受給していない低所得の子育て世帯に対し、児童１人当たり５万円を給付します。

■�対象・支給方法
　▷令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、令和４年度の住民税均等割が非課税
の方

　　→申請不要（７月末までに手当の登録口座に支給）
　▷令和４年３月31日時点で18歳未満の児童（障害児の場合は20歳未満）を養育する父母等の内、
　　①令和４年度の住民税均等割が非課税の方
　　　→申請が必要な場合あり。申請不要の方には７月中に振り込み通知を送付
　　②新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急変し、住民税均等割非課税相当となった方
　　　→申請必要（来年２月28日○火まで）
■�申請方法　申請書の様式等詳しくは市HPをご覧ください

■問本所商工課☎35‐1299

プレミアム付き商品券を発行します

　新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた地域経済の回復を目的に、「プレミアム付き商品券
（アプリ版＋紙版）」を発行します。市内での消費活動を喚起し、地域の景気浮揚につなげます。

■�販売内容
１セット5,000円分を4,000円で販売（プレミア
ム率25％）
■実施期間
アプリ版…９月中の開始を予定（３か月間）
　紙版…10月中の開始を予定（２か月間）
■�対象店舗
市内の中小・小規模店舗（業種の制限なし）
　※大手チェーン店、コンビニ、ドラッグストア等
は対象外。

■�発行金額
12億円分（5,000円分×24万セット）
■購入対象者・購入限度
第１回…市民限定とし、１人当たり２セットまで
販売。希望者全員がアプリ版か紙版のどちらか
を購入できるように申込制とする
第２回…第１回で完売しなかった場合、市民に限
定せず、アプリ版でのみ販売（予定）

■その他
詳細が決まり次第市HP等でお知らせします

（53）

天
神
祭
、
大
山
犬
祭
り
、
３
年
ぶ
り
に
市

民
が
参
加
す
る
祭
り
が
戻
っ
て
き
た
。
コ
ロ

ナ
禍
で
神
事
の
み
、
パ
レ
ー
ド
は
中
止
な
ど

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
お
祭
り
、
イ
ベ
ン

ト
。
例
年
、
市
役
所
前
で
の
パ
レ
ー
ド
が
行

わ
れ
て
い
た
天
神
祭
は
、
第
二
コ
ミ
セ
ン
の

前
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
規
模
は
縮
小
さ
れ

た
が
朝
暘
一
小
か
ら
六
小
ま
で
の
踊
り
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
に
児
童
、
保
護
者
、
多
く
の
市

民
が
参
加
、
沿
道
を
埋
め
尽
く
し
た
。
祭
り

の
司
会
、
パ
レ
ー
ド
の
進
行
管
理
、
交
通
整

理
な
ど
、
多
く
の
ご
支
援
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
お
か
げ
で
華
や
か
な
祭
り
は
整
然
と
行
わ

れ
た
。
祭
り
の
後
、
第
二
コ
ミ
セ
ン
か
ら
市

役
所
ま
で
歩
い
て
帰
っ
た
。
そ
の
途
中
、
3

年
ぶ
り
の
手
踊
り
を
や
り
遂
げ
た
藤
間
流
鶴

岡
藤
靜
会
、
坂
東
流
柏
樹
会
の
皆
さ
ん
に
出

会
っ
た
。
編
笠
で
顔
を
隠
し
て
道
真
公
を
見

送
っ
た
姿
を
再
現
し
た
手
踊
り
、
暑
い
中
、

本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。

６
月
18
日
、
山
形
県
沖
地
震
か
ら
3
年
が

経
過
し
た
。
そ
の
後
も
令
和
２
年
７
月
豪
雨

な
ど
も
あ
り
、
災
害
時
の
初
動
対
応
、
避
難

所
の
開
設
、
食
料
の
備
蓄
、
要
支
援
者
へ
の

対
応
な
ど
少
し
ず
つ
体
制
整
備
の
充
実
が
図

ら
れ
て
き
た
。
３
年
目
と
な
る
６
月
18
日
に

は
、
自
主
防
災
組
織
の
皆
さ
ん
を
対
象
と
し

た
講
習
会
が
開
催
さ
れ
た
。
天
災
は
忘
れ
た

頃
に
、あ
の
日
、誰
に
と
っ
て
も
突
然
だ
っ
た

大
き
な
揺
れ
。
今
一
度
、
行
政
、地
域
、家
庭

で
の
災
害
へ
の
備
え
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。



7 広報つるおか　2022 . 7 ■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　 ■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■申＝申込み　■問＝問合せ　■他＝その他　HP＝ホームページ

最大２万円分のマイナポイントがもらえます

マイナポイント第２弾実施中です
■問本所市民課☎35‐1194または本所情報企画課☎35‐1193

　マイナポイント事業は、マイナンバーカードやキャッシュレス決済の普及促進を目的
に、国が実施している消費活性化策です。手続きがまだの方はお早目にお願いします。

マイナンバーカードの
新規取得 ※

最大5,000円相当

健康保険証としての
利用申込み

7,500円相当

公金受取口座の
登録

7,500円相当

マイナポイントの付与対象と付与ポイント

▷マイナポイント申込みの対象となるマイナンバーカードの申請期限…令和４年９月末まで
▷マイナポイントの申込期限…令和５年２月末まで

※第１弾に申し込んでいない方や、上限まで付与されていない方も含みます。マイナポイントの申込み後、選択
したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買物をする必要があります。

☆詳しくはマイナポイント事業HP、
市HPをご覧ください マイナポイント事業HP

↑

市HP

↑

▲

マイナポイント申込みの手順は次のとおりです
①�マイナンバーカードの取得（利用者証明用電子
証明書の搭載が必要です）

　　　カード申請から受け取りまでは１か月程度掛
かります。
②マイナポイントの予約（マイキーＩＤ設定）
　　　マイナンバーカード取得後や既にカードをお
持ちの方は、パソコン（カードリーダーも必要）
やスマートフォン等で専用サイトにアクセスし
て設定が可能です。
③マイナポイントの申込み
　　　パソコンやスマートフォン等で専用サイトに
アクセス。希望するキャッシュレス決済サービ
スを１つ選択し、マイナンバーカードを使って
申し込みます。

▲

マイナンバーカードの申請支援（写真撮影を含む）
やマイナポイントの予約・申込みの支援を下記窓
口でも行っています
■支援窓口：本所市民課、各地域庁舎市民福祉課
　　※窓口が混雑している場合がありますので、時

間に余裕を持ってお越しください。

▲

企業・地域団体等を対象にしたマイナンバーカー
ドの出張申請受付も行っています
　企業や学校、地域団体等で、申請を希望する方
がおおむね10人以上いる場合、指定された会場
に市職員が出張し、申請を受け付けます（顔写真
がない方は、タブレット等で撮影も行います）。
　申請時に必要書類を提出いただければ、後日マ
イナンバーカードを本人限定受取郵便で自宅に送
付します。

マイナポイントの申込方法

三
年
一
昔
。
変
化
の
速
い
時
代
、
10
年
、

５
年
で
は
な
く
、
３
年
も
た
つ
と
、
世
の
中

も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

誰
が
戦
争
に
よ
っ
て
物
価
が
高
騰
す
る
な
ど

と
予
測
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
マ
ス
ク
の
着
用

の
ル
ー
ル
も
見
直
し
が
始
ま
っ
て
い
る
。
国

は
、
基
本
的
な
感
染
対
策
と
し
て
の
マ
ス
ク

着
用
の
位
置
付
け
を
何
ら
変
更
す
る
も
の
で

は
な
い
と
し
つ
つ
、
①
屋
外
で
は
、
２
ｍ
以

上
を
目
安
と
し
て
他
者
と
の
距
離
が
確
保
で

き
る
場
合
や
、
会
話
が
ほ
と
ん
ど
な
い
場
合

は
マ
ス
ク
を
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
②
屋

内
で
は
、
他
者
と
の
距
離
が
確
保
で
き
て
お

り
、
会
話
が
ほ
と
ん
ど
な
い
場
合
は
、
マ
ス

ク
を
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
③

就
学
前
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
発

達
の
状
況
や
体
調
等
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ

る
た
め
、他
者
と
の
距
離
に
か
か
わ
ら
ず
、マ

ス
ク
着
用
を
一
律
に
は
求
め
な
い
、
と
さ
れ

た
。
本
格
的
な
夏
を
迎
え
る
中
、
熱
中
症
対

策
に
も
万
全
を
期
す
必
要
が
あ
る
。

石
の
上
に
も
三
年
、
石
の
上
で
も
３
年
続

け
て
座
れ
ば
暖
ま
る
と
い
う
。
た
だ
、
世
の

中
の
考
え
方
も
相
当
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、

個
々
人
の
考
え
も
よ
り
多
様
に
な
っ
て
き
て

い
る
。辛
抱
す
れ
ば
必
ず
成
功
す
る
、と
い
う

格
言
自
体
の
受
け
止
め
方
も
様
々
で
あ
ろ
う
。

変
化
に
対
応
し
て
い
き
た
い
、
も
っ
と
多
様

性
を
活
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

今
年
度
、
市
役
所
の
上
級
行
政
の
採
用
試
験

に
障
が
い
者
の
枠
を
新
た
に
設
定
し
、
初
級

行
政
の
採
用
試
験
に
も
導
入
を
予
定
し
て
い

る
。も
っ
と
多
様
性
を
反
映
し
、明
る
く
働
き

や
す
い
職
場
に
、
そ
し
て
市
民
の
皆
様
の
幸

せ
の
た
め
に
働
く
職
場
に
。
鶴
岡
市
が
時
代

の
変
化
に
対
応
し
、
更
に
成
長
す
る
た
め
に
。



8

健
康
・
福
祉

８ハ
チ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル

０
２
０

よ
い
歯
の
長
寿
賞
の
募
集

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
お
持

ち
の
方
を
募
集
し
、
優
良
者
を
表
彰
し
ま
す
。

■対
昭
和
17
年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
自
分
の
歯
が
20
本
以
上
あ
る
方
（
過
去

に
受
賞
し
た
方
を
除
く
）
■申
７
月
14
日
○木

～
８
月
16
日
○火
に
鶴
岡
地
区
歯
科
医
師
会
に

加
入
し
て
い
る
歯
科
医
院
へ
（
そ
の
場
で
無

料
歯
科
健
診
を
実
施
）
■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
５
６
ま
た
は
市
内
歯
科

医
院
へ令

和
４
年
度
の
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

令
和
４
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
は
、

令
和
３
年
中
の
本
人
の
所
得
と
家
族
の
４
年

度
の
市
民
税
課
税
状
況
に
基
づ
い
て
計
算
し

た
介
護
保
険
料
（
年
額
）
を
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
す
。
保
険
料
の
決
定
方
法
等
は
同
通

知
書
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
特
別
徴
収
の
方

に
は
、
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
発
送
日

７
月
15
日
○金

■対
65
歳
以
上
の

方

■
納
付
方
法

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た

方
は
、
年
金
支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月

・
10
月
・
12
月
、
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら

差
し
引
き
ま
す
（
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収

へ
の
切
替
え
は
で
き
ま
せ
ん
）
▽
普
通
徴

収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
…
特
別
徴
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市
政

廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

公
募
委
員
募
集

一
般
廃
棄
物
の
減
量
及
び
再
利
用
の
促
進

等
に
つ
い
て
審
議
す
る
同
審
議
会
の
公
募
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
５
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
の
公

務
員
を
除
く
）
①
今
年
８
月
１
日
現
在
で

18
歳
以
上
で
あ
る

②
市
内
の
事
務
所
等
に

勤
務
し
、
そ
の
事
業
所
の
代
表
と
し
て
会
議

に
出
席
で
き
る
（
事
業
主
を
含
む
）
③
平

日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る

■申
７

月
29
日
○金
ま
で
廃
棄
物
対
策
課
☎
22
‐
２
８

４
８
へ
（
郵
送
は
当
日
必
着
）
■他
市
HP

上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会

公
募
委
員
募
集

水
道
事
業
、
公
共
下
水
道
事
業
、
集
落
排

水
事
業
及
び
浄
化
槽
事
業
の
運
営
等
に
つ
い

て
審
議
す
る
同
審
議
会
の
公
募
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
５
人
以
内
（
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
・
非

常
勤
の
公
務
員
を
除
く
）
①
今
年
10
月
１

日
現
在
で
18
歳
以
上
で
あ
る

②
市
内
、
三

川
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
、
ま
た
は
通
勤
・

通
学
し
て
い
る

③
平
日
に
開
催
す
る
会
議

に
出
席
で
き
る

■申
８
月
１
日
○月
ま
で
申
込

書
を
上
下
水
道
部
総
務
課
☎
23
‐
７
７
３
１

へ
（
郵
送
は
当
日
必
着
）
■他
市
HP

収
以
外
の
方
は
、
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付

書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
し
ま
す
。
納

期
は
年
８
回
（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）

で
す

■問
納
付
の
相
談
…
本
所
納
税
課
☎
35

‐
１
１
８
３

賦
課
内
容
…
本
所
長
寿
介
護

課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市

民
福
祉
課
へ

介
護
保
険
負
担
割
合
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１
日

○月
か
ら
使
用
す
る
負
担
割
合
証
は
７
月
末
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
負
担
割

合
証
は
、
破
棄
す
る
か
、
本
所
長
寿
介
護
課

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
度
か
ら
負
担
割
合
証
は
、
圧

着
は
が
き
（
縦
長
の
定
型
封
筒
サ
イ
ズ
）
で

送
付
し
ま
す
。
届
い
た
ら
必
ず
開
い
て
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

介
護
保
険
の
軽
減
確
認
証
・
負
担

限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

軽
減
確
認
証
、
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
に
申
請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
昨
年
度
該
当
し
な
か
っ
た
方
で
も
、

今
年
の
８
月
１
日
以
降
に
要
件
を
満
た
せ
ば
、

確
認
証
、
認
定
証
の
交
付
対
象
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
新
た
に
交
付
を
受
け
た
い
方

は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
35
‐
１
２
８
９
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

家
族
介
護
慰
労
金
を

支
給
し
ま
す

■対
要
介
護
３
以
上
（
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方

を
含
む
）
で
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
１
年

間
利
用
し
て
い
な
い
（
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
福
祉
用
具
販
売
、
住
宅
改
修
及
び
年
間
10

日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
を
除
く
）
寝

た
き
り
高
齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
方

■
支
給
額

10

万
円

■持
介
護
者
名
義
の
市
内
金
融
機
関
の

通
帳

■申
７
月
１
日
○金
～
29
日
○金
に
各
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介
護
課
☎

29
‐
４
１
８
０
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福

祉
課
へ完

全
予
約
制
で
す　
　
　
　
　
　
　

耳
や
手
足
が
不
自
由
な
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

■日
７
月
６
日
○水
午
後
１
時
～
３
時

■場
総
合

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）
■対
18

歳
以
上
で
、
新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
た
い
方
（
聴
覚
の
み
）、
ま
た
既

に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
程
度
を
変
更
し

た
い
方
、
補
装
具
の
交
付
を
希
望
す
る
方
等

（
現
在
治
療
中
の
方
を
除
く
）
■
相
談
科
目

聴
覚
（
８
人
）、
肢
体
（
手
帳
を
お
持
ち
の

方
６
人
）
■持
印
鑑
、
保
険
証
、
身
体
障
害

者
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）
■申
７
月
１
日
○金

～
５
日
○火
に
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
７
３
、

FAX
25
‐
９
５
０
０
ヘ

新型コロナウイルス感染症の影響で、催し等の中止・延期など、
情報が変更となる場合があります。各担当課や主催者などへの
お問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
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年
金
・
医
療

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

の
が
難
し
い
方
は

失
業
や
所
得
の
減
少
な
ど
の
経
済
的
な
理

由
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
本
人
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
納
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
（
学
生
は
学
生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
）。

▼
免
除
制
度
（
全
額
・
一
部
免
除
）
本
人
、

配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
全
額
、
４
分
の
３
の
額
、
半

額
ま
た
は
４
分
の
１
の
額
が
、
各
基
準
で
免

除
さ
れ
ま
す
。
一
部
免
除
は
免
除
額
を
除
い

た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱

い
に
な
り
ま
す
。

▼
納
付
猶
予
制
度

20
歳
以
上
50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

▼
退
職
・
失
業
に
よ
る
特
例

退
職
ま
た
は

失
業
し
た
方
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
確
認
印

の
あ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
ど
ち
ら
も
コ
ピ

ー
可
）
を
添
付
し
て
申
請
す
る
と
、
本
人
の

前
年
所
得
が
審
査
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
（
配

偶
者
、
世
帯
主
も
同
様
の
申
請
で
対
象
外
）。

退
職
ま
た
は
失
業
等
の
前
月
か
ら
、
退
職
ま

た
は
失
業
等
が
あ
っ
た
年
の
翌
々
年
６
月
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
申
請
で
き
ま
す
。

▼
申
請

必
ず
前
年
所
得
の
申
告
を
済
ま
せ

て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
配
偶
者
、
世

帯
主
も
同
様
）。
今
年
度
分
（
７
月
～
来
年

６
月
の
納
付
保
険
料
が
対
象
）
は
、
７
月
１

日
○金
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

▼
免
除
・
納
付
猶
予
期
間
の
保
険
料
追
納

10
年
前
ま
で
遡
っ
て
追
納
で
き
ま
す
が
、
免

除
・
納
付
猶
予
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
、
加
算

金
が
付
き
ま
す
。

■申
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
４
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

令
和
４
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
令
和
３
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
ま
す
。

■
発
送
日

７
月
13
日
○水

■
納
付
方
法

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
き
）
…
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、
原
則
、
年
金

支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12

月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま

す

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
）
…
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
同
通
知
書
に

同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
。

納
期
は
年
８
回（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）

で
す

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９

２
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１

日
○月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
７
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１
日
○月
以
降

も
引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
７
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、現
在
の
負
担
区
分
が
「
区
分
Ⅱ
」

で
長
期
入
院（
１
年
間
で
91
日
以
上
の
入
院
）

し
て
い
る
方
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

７
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
健
康
保
険
証
兼
高
齢
受

給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。
８
月
１
日
○月
か

ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、
世
帯
主
宛
に
家
族

分
を
ま
と
め
て
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
届
い
た
保
険
証
の
中
に
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
分
が
あ
っ

た
ら
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
手
続
き
が

必
要
で
す
。

▼
有
効
期
限

令
和
５
年
７
月
31
日
ま
で
に

70
歳
に
な
る
方
と
75
歳
に
な
る
方
は
、
自
己

負
担
割
合
の
変
更
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

制
度
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
有
効
期
限
が
異

な
り
ま
す
。
期
限
が
切
れ
る
前
に
、
再
度
保

険
証
を
送
付
し
ま
す
。

▼
保
険
証
の
受
け
取
り
方

本
所
国
保
年
金

課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
の
窓
口

で
交
付
を
希
望
す
る
場
合
や
、
世
帯
主
以
外

の
宛
名
で
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事

前
に
届
出
が
必
要
で
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

【新型コロナ】鶴岡市・庄内保健所からのお願い

　新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、減少傾
向ですが、経路不明の陽性者が増えています。軽症や無
症状の方も多いことから、気付かないうちに家庭や職場
などで広がっています。
　風邪や花粉症のような症状がある方は、早目の受診（検
査等）をお願いします。

■問本所地域包括ケア推進室☎35‐1251

引き続き、感染拡大防止対策が必要です！

▲詳しくは　　
　市HP
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国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○日
で
す
。

７
月
上
旬
に
更
新
案
内
・
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
８
月
以
降
も
必
要
な
方
は
忘
れ

ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
期
間

７
月
７
日
○木
～
15
日
○金

■持
申
請
書
、
対
象
者
の
保
険
証

▽
現
在
の

負
担
区
分
が
「
区
分
オ
」
ま
た
は
「
区
分
Ⅱ
」

の
方
で
、
長
期
入
院
（
１
年
間
で
91
日
以
上

の
入
院
）
に
該
当
す
る
方
は
、
入
院
を
証
明

す
る
書
類
（
領
収
書
等
）
が
必
要
で
す
。

認
定
証
が
な
い
場
合
で
も
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
支
払
っ

た
医
療
費
（
食
事
代
を
除
く
）
は
、
高
額
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
者
に
は

診
療
月
か
ら
２
か
月
～
３
か
月
後
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
領
収
書
等
必
要
な
書
類
を
お
持

ち
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

■他
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
を
設
定
し
て

い
る
場
合
、
医
療
機
関
で
の
限
度
額
認
定
証

の
提
示
が
不
要
の
場
合
あ
り

税国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
、

所
得
等
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
同
通
知
書
に
同
封
の
「
国
民
健
康
保

険
税
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
発
送
日

７
月
15
日
○金

■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方

■
納
付
方
法

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月

・
12
月
・
来
年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引

き
ま
す

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
…
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
。
納
期
は
年
９
回

（
７
月
～
来
年
３
月
の
毎
月
）
で
す

■問
本

所
課
税
課
☎
35
‐
１
１
７
６

■他
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
っ
て
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収

入
、
山
林
収
入
及
び
給
与
収
入
が
、
前
年
よ

り
３
割
以
上
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
世
帯

は
、
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
同
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
決
済

で
市
税
等
を
納
め
る
場
合
は

自
宅
に
届
い
た
納
付
書
に
印
字
し
て
あ
る

バ
ー
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で

直
接
読
み
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
コ
ン
ビ
ニ
店

頭
レ
ジ
で
の
ア
プ
リ
決
済
に
よ
る
納
付
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

■問
本
所
納
税
課
☎
35
‐

１
１
８
３

小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語

■対
小
学
生

■内
税
金
全
般
、
納
税
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の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

▼
作
文

■対
中
学
生

■内
税
に
関
す
る
テ
ー

マ
で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０

０
字
以
内
）

▼
共
通

■申
８
月
29
日
○月
ま
で
本
所
納
税
課

☎
35
‐
１
１
８
３
へ

■他
入
賞
者
に
賞
状
と

副
賞
を
贈
呈

生
活

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〟

夏
の
安
全
県
民
運
動

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に
よ

る
気
の
緩
み
な
ど
か
ら
、
交
通
事
故
や
青
少

年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、

県
民
総
ぐ
る
み
で
運
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間

７
月
22
日
○金
～
８
月
21
日
○日

■
重
点

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
じ
め

・
非
行
防
止

▽
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止
・
飲
酒
運
転
の
撲
滅

▽
海
・
山
・

川
で
の
事
故
防
止

▽
身
近
な
犯
罪
等
の
防

止

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

最
優
秀
作
品
は
市
内
各
所
に
掲
示
し
ま
す　
　
　

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
募
集

■
テ
ー
マ

交
通
事
故
防
止
を
呼
び
掛
け
る

も
の
、
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
の
重
要
性
を

訴
え
る
も
の

■
部
門

小
学
生
の
部
、
一

般
の
部
（
中
学
生
以
上
）
■
規
定

１
人

１
点
で
自
作
未
発
表
の
も
の

■
規
格

Ａ

３
～
四
つ
切
り
サ
イ
ズ

■
各
賞

最
優
秀

賞
１
点
、
優
秀
賞
・
佳
作
数
点

■申
作
品
の

裏
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記

載
し
、
８
月
30
日
○火
ま
で
直
接
ま
た
は
郵
送

（
当
日
消
印
有
効
）
で
本
所
防
災
安
全
課
☎

35
‐
１
２
０
４
へ

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

夏
の
身
近
な
風
物
詩
の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

お
も
ち
ゃ
と
は
い
え
、
原
料
は
火
薬
で
す
。

安
全
に
楽
し
む
た
め
、
注
意
書
や
使
用
法
を

よ
く
読
み
、
次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い

▽
燃
え
や

す
い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い

▽
風
が

強
い
と
き
は
花
火
を
し
な
い

▽
水
の
入
っ

た
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る

▽
大
人
と
一
緒
に

遊
ぶ

▽
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
一
度
に
た

く
さ
ん
の
花
火
に
火

を
つ
け
な
い

▽
花

火
の
筒
先
に
顔
や
手

を
近
づ
け
な
い

▽

服
に
火
が
つ
か
な
い

よ
う
注
意
す
る

■問
消
防
本
部
予
防
課

☎
22
‐
８
３
３
２

交通安全ポスター
令和３年度最優秀賞作品
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新型コロナウイルス感染症の影響で、催し等の中止・延期など、
情報が変更となる場合があります。各担当課や主催者などへの
お問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

人
権
に
関
す
る
相
談
は
次
の

方
に
！

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
加
藤
孝
夫

▽
地
主
幸
平

▽
庄
司
敏
明

▽
鈴
木
元
女

▽
今
野
和
惠

▽
金
内
淳

▽
加
藤
勝

▽
五
十
嵐
礼
子

▽
石
川
正
廣

▽
五
十
嵐
司

▽
奥
泉
修
子

▽
小
鷹
真
也

▽
叶
野
勉

▽
石
川
幸

▽
田
村
廣
実

▽

小
南
孝
子

▽
加
藤
完
治

▽
佐
々
木
は
つ

子

▽
宅
井
洋
子

▽

池
昇

▽
平
藤
博

巳

▽
清
野
美
智
子

▽
佐
藤
雅
秀

▽
齋

藤
元
雄

▽
齋
藤
俊
美

▽
相
澤
康
夫

▽

伊
藤
ゆ
み
子

■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４
へ

焼
畑
な
ど
で
土
地
に
火
入
れ
を

す
る
と
き
は
市
へ
の
届
け
出
を

市
役
所
本
所
、
各
地
域
庁
舎
及
び
一
部
の

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
実
施
地
の
見
取

り
図
を
添
付
し
て
、
実
施
日
の
７
日
前
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
火
入
れ
従
事
者
数

や
防
火
帯
の
幅
等
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
１
２
９
８

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

メ
ロ
ン
が
旬
を
迎
え
ま
す
！　
　
　

７
月
６
日
は「
庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン
の
日
」

庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン

は
、
毎
年
全
国
各
地

に
約
２
、
７
０
０
ｔ

を
出
荷
す
る
、
本
市

が
誇
る
特
産
品
で
す
。

収
穫
の
最
盛
期
が

７
月
で
、
数
字
の

「
６
」が
メ
ロ
ン
の
形

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
で
は
７
月
６
日

を
「
庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン
の
日
」
と
し
ま
し
た
。

甘
く
て
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
庄
内
砂
丘
メ
ロ
ン
を

ぜ
ひ
ご
堪た

ん
の
う能

く
だ
さ
い
。

■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１
２
９
６

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る　
　
　

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

７
月
上
旬
か
ら
９
月
上
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
等
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防

除
作
業
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
事
故
防
止
の
た

め
、
作
業
中
の
農
地
に
は
絶
対
に
近
寄
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
風
の
な
い
早
朝
や

夕
方
に
作
業
を
行
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■問
本
所
農
政
課
☎
35
‐
１

２
９
７
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
産
業
建
設
課
へ

生
ご
み
の
水
切
り
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

生
ご
み
は
約
80
％
が
水
分
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
ご
み
焼
却
施
設
に
搬
入
さ
れ
る
ご
み

の
水
分
が
多
く
な
る
と
、
焼
却
す
る
際
、
多

く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
り
、
二
酸
化

炭
素
の
排
出
量
も
多
く
な
り
ま
す
。

生
ご
み
を
ご
み
袋
に
入
れ
る
前
に
ギ
ュ
ッ

と
一
絞
り
す
る
だ
け
で
水
分
を
減
ら
せ
ま
す
。

こ
の
水
切
り
に
よ
っ
て
、
ご
み
の
軽
量
化
で

持
ち
運
び
が
楽
に
な
り
、
悪
臭
の
防
止
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。　
　
　

ま
た
、
せ
ん
定
枝
・
草
も
で
き
る
だ
け
乾

燥
さ
せ
る
な
ど
、
ご
み
の
減
量
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

■問
廃
棄
物
対
策
課
☎
22
‐
２
８
４
８

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

７
月
は
〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟
強

調
月
間
で
す
。
こ
の
運
動
は
、
全
て
の
国
民

が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的

な
運
動
で
す
。
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
、
子
供
が
健
や
か
に

育
つ
地
域
社
会
の
実
現
は
全
て
の
人
の
願
い

で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を

築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
５
２

更生保護の
マスコット
キャラクター

「更生ペンギンの
ホゴちゃん」

■問社会教育課（櫛引庁舎）☎57‐4866

令和 4年鶴岡市成人式

■期　日
　11月20日○日午後１時30分（全中学校区１回で開催）
■会　場
　荘銀タクト鶴岡
■対　象
　平成13年４月２日～14年４月１日生まれの方
■その他
・９月中旬に対象の新成人に案内状を送付します
　・事前登録の方法や感染予防対策の詳細については、
決まり次第市HP等でお知らせします

　・式典終了後、中学校ごとに写真撮影を予定していま
す（希望者のみ）




